
資料３ 

①－３ 保育園 
（１）新潟市の状況（平成 25 年度 4 月 1 日現在） 

  ○施設数   

   公立 私立 計 

北 １２ １０ ２２ 

東 １０ ２６ ３６ 

中央 １３ ２８ ４１ 

江南 １３ １３ ２６ 

秋葉 ５ １３ １８ 

南 １２ ４ １６ 

西 １１ ２８ ３９ 

西蒲 １２ ８ ２０ 

合計 ８８ １３０ ２１８ 

 

  ○定員数  公立 8,095 人  私立 11,620 人  合計 19,715 人 

  ○児童数  公立 7,959 人  私立 12,157 人  合計 20,116 人 
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 （２）新制度後の保育園 

 

  現行制度 新制度 

対象児童 保育に欠ける児童 保育の必要性の認定を受けた児童 

利用手続 3 ページのとおり 4 ページのとおり 

認定区分 １区分 

本市の就労時間の下限 

  ４時間/日 ４日/週以上 

※自治体により下限は異なる 

２区分 

保育標準時間、保育短時間 

※それぞれの区分の時間の下限については国で検討中 

保育料 応能負担 

（0 円～57,200 円） 

※国の通知をもとに自治体で保

育料表を作成(新潟市児童福祉

施設負担金等徴収規則) 

応能負担 

※保育短時間の保育料は保育標準時間の一定割合となる 

※保育料表は来年度国が示す公定価格をもとに設定(徴収規則改

正)    

入園事由 ６ページのとおり 
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○利用手続（国の子ども・子育て会議（第７回）資料より） 
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○保育の必要性の認定について 

  子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づ 

き、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組みとなる。（子ども・子育て支

援法第 19 条等） 

 

  認定区分 

    子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項 

第１号  満３歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

るものを除く。）  → １号認定（教育認定） 

第２号  満３歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内

閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であ

るもの  → ２号認定（保育認定） 

第３号  満３歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由によ

り家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの  

     → ３号認定（保育認定）  
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       ※「新潟市保育の実施に関する条例」で保育の実施基準を定めている。 

○入園事由について（国の子ども・子育て会議（第７回）資料より） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


